
資料 １

徳島県防災会議条例徳島県防災会議条例徳島県防災会議条例徳島県防災会議条例のののの改正改正改正改正とととと委員委員委員委員のののの任用任用任用任用についてについてについてについて

１ 改正理由

平成２４年６月 「災害対策基本法」の一部が改正され，地域防災計画の策定に当，

たり多様な主体の意見が反映できるよう，防災会議の委員に 「自主防災組織を構成，

する者又は学識経験者」が加えられた。

この改正を受け、徳島県防災会議の委員に新たに「自主防災組織を構成する者又

は学識経験者」を加られるよう、平成２４年９月定例会において県防災会議条例を

改正した。

２ 委員の任用

第７号委員（指定地方公共機関）を１名及び第８号委員（自主防災組織を構成す

る者又は学識経験者）を５名任用した。

（敬称略 五十音順）

災対法
第15条 委 員 名 所 属 ・ 役 職
第5項

第７号 早雲 講二 一般社団法人徳島県歯科医師会 常務理事

第８号 石川 永子 ひょうご震災記念２１世紀研究機構

人と防災未来センター 主任研究員

第８号 澤村 和子 西由岐防災会 会長

第８号 西條 美鈴 徳島県障害者交流プラザ

視聴覚障害者支援センター 所長

第８号 津田 祐子 NPO法人徳島県介護支援専門員協会 副理事長

第８号 松﨑 美穂子 NPO法人子育て支援ネットワークとくしま 理事長


